
■e-AMANOとNXの連携項目(家族情報登録／家族情報取得)
① 連携対象項目　※NX→e-AMANOの連携は初回１度のみの連携となります。

No NX→e-AMANO連携対象 e-AMANO→NX連携対象

1 ○
【必須項目】

○

2 ○ ○

3 ○ ○

4 ○
【必須項目】

○

5 ○
【必須項目】

○

6 ○ ○

7 ○ ○

8 ○ ○

9 ○ ○

10 ○ ○

11 ○ ○

12 ○ ○

13 ○ ×

14 ○ ○

15 ○ ○

16 ○ ×

17 ○ ○

18 ○ ○

19 ○ ○

20 ○ ×

21 ○ ○

22 ○ ○

※ 家族をe-AMANO→NX連携時は、「続柄」「氏名」が一致している家族が存在していればこれを更新します。

「続柄」「氏名」が同じ家族が存在しない場合、「続柄」「生年月日」、「続柄」「氏名カナ」の条件で一致するかを確認し、最も多くの条件に合致した家族を更新対象とします。

上記の条件で一人に特定できない場合(合致する条件数が等しい家族が複数存在時)は、連携エラーとなります。

上記の条件で一致する家族が存在しない場合は、新規追加します。

e-AMANOから「続柄」「氏名」が同じ家族が複数NXへ送られてきた場合は、連携エラーとなります。

※ 家族をe-AMANO→NX連携時、e-AMANOに存在せず、NX側にのみ存在する場合、配偶者以外の場合は「所得控除=所得控除対象外」、「健康保険被扶養者=対象外」等に更新します。

配偶者の場合は、e-AMANO側で当該配偶者を削除(従業員一覧上での削除、もしくは扶養削除手続きで"離婚"を選択し承認時)していれば、NX側の配偶者情報を削除します。

NX上に登録されている配偶者をe-AMANO側で登録した事がない場合は、e-AMANO上に存在していなくても、e-AMANO→NX連携時時にNX側の配偶者情報を削除しません。

※ TimePro-NXの人事マスター保守内の[給与]タブ→[税区分]で表示される画面にある[所得税控除項目手入力]は、必ずチェックOFFとしてください。

チェックOＮですと、e-AMANO→NX連携時に[控除項目]タブの内容がe-AMANOの情報で更新されません。

死亡年月日

非居住者(詳細)

■NX→e-AMANO連携
・配偶者ではない、かつ「非居住者(詳細)」欄が「2：留学生」の場合、e-AMANOの「留学生」欄へ「該当する」で連携する。

■e-AMANO→NX連携
・配偶者ではない、かつ居住者の場合、NXの「非居住者(詳細)」欄へ「0：なし」で連携する。
・配偶者ではない、かつ非居住者（16歳以上30歳未満又は70歳以上）の場合、NXの「非居住者(詳細)」欄へ「1：30歳未満又は70歳以上」で連携する。
・配偶者ではない、かつ非居住者（30歳以上70歳未満、留学生）の場合、NXの「非居住者(詳細)」欄へ「2：留学生」で連携する。
・配偶者ではない、かつ非居住者（30歳以上70歳未満、障害者）の場合、NXの「非居住者(詳細)」欄へ「3：障害者」で連携する。
・配偶者ではない、かつ非居住者（30歳以上70歳未満、38万円以上の送金あり）の場合、NXの「非居住者(詳細)」欄へ「4：38万円以上送金」で連携する。
・上記以外の場合、NXの「非居住者(詳細)」欄へ「0：なし」で連携する。

その他扶養 P7の「扶養親族の連携項目表」をご参照ください。

■NX→e-AMANO連携
・NXの「郵便番号(親番)」欄を、e-AMANOの「郵便番号(親番)」欄へ連携する。
・NXの「郵便番号(子番)」欄を、e-AMANOの「郵便番号(子番)」欄へ連携する。
・NXの「住所1」欄を都道府県名とその他に分割し、都道府県名をe-AMANOの「住所(都道府県)」欄へ、その他をe-AMANOの「住所(市区町村)」欄へ連携する。
 但し、都道府県名が判断できない場合は、全ての文字をe-AMANOの「住所(市区町村)」欄へ連携する。
・NXの「住所2」欄で全角/半角スペースがある場合、全角/半角スペースの前をe-AMANOの「住所(丁目・番地)」欄へ、全角/半角スペースの後を「住所(建物名・部屋番号)」欄へ連携する。
 但し、NXの「住所2」欄が全角/半角スペースで区切られていない場合は、e-AMANOの「住所(丁目・番地)」欄へ全て連携する。

■e-AMANO→NX連携
・e-AMANOの「郵便番号(親番)」欄を、NXの「郵便番号(親番)」欄へ連携する。
・e-AMANOの「郵便番号(子番)」欄を、NXの「郵便番号(子番)」欄へ連携する。
・e-AMANOの「住所(都道府県)」欄と「住所(市区町村)」欄を連結し、NXの「住所1」欄へ連携する。
・e-AMANOの「住所(丁目・番地)」欄と「住所(建物名・部屋番号)」欄を全角スペース、もしくは半角スペース区切りで連結し、NXの「住所2」欄へ連携する。
　全角スペースか半角スペースかは、NXの「住所2」欄が登録済みであれば、そのままとなる。
　NXの「住所2」欄が空欄であれば、全角スペースとなる。

■NX→e-AMANO連携
NXの「英語」欄で姓と名の間の半角スペースの前をe-AMANOの「姓名（英語）」の姓欄へ、半角スペースの後を名欄へ連携する。
なお、NXの「英語」欄が半角スペースで区切られていない場合は連携処理時にエラーになり、全角スペースはNX上で登録できない。

■e-AMANO→NX連携
e-AMANOの「姓名（英語）」の姓と名を半角スペース区切りで連結し、NXの「英語」欄へ半角へ変換して連携する。

[NX→e-AMANO]連携時、[e-AMANO→NX]連携時ともに、連携するにはNX側のログイン者がマイナンバー権限を持っている必要がある。

■NX→e-AMANO連携
以下のいずれかの条件に該当した場合は「有」として連携する。
・NXの「所得控除」が「年齢判定」かつ「配偶者」が「配偶者」
・NXの「所得控除」が「付与区分判定」かつ「扶養区分」が「同一生計配偶者」

以下のいずれかの条件に該当した場合は「無」として連携する。
・NXの「所得控除」が「所得控除対象外」
・NXの「配偶者」が「配偶者特別」
・NXの「扶養区分」が「控除対象外配偶者」「配偶者特別」

項目

姓名（フリガナ） 

性別

生年月日

姓名

備考

■NX→e-AMANO連携
NXの「氏名」欄で姓と名の間に全角スペース、もしくは半角スペースがある場合、全角/半角スペースの前をe-AMANOの「姓名」の姓欄へ、全角/半角スペースの後を名欄へ連携する。
NXの「氏名」欄が全角/半角スペースで区切られていない場合は、連携処理時にエラーになる。

■e-AMANO→NX連携
e-AMANOの「氏名」の姓と名を全角スペース、もしくは半角スペース区切りで連結し、NXの「氏名」欄へ連携する。
全角スペースか半角スペースかは、NXの「氏名」欄が登録済みであれば、そのままとなる。
NXの「氏名」欄が空欄であれば(e-AMANOで新規従業員登録した場合)、全角スペースとなる。

■NX→e-AMANO連携
NXの「ｶﾅ」欄で姓と名の間の半角スペースの前をe-AMANOの「姓名（フリガナ）」の姓欄へ、半角スペースの後を名欄へ連携する。
なお、NXの「ｶﾅ」欄が半角スペースで区切られていない場合は連携処理時にエラーになり、全角スペースはNX上で登録できない。

■e-AMANO→NX連携
e-AMANOの「氏名（フリガナ）」の姓と名を半角スペース区切りで連結し、NXの「ｶﾅ」欄へ半角へ変換して連携する。

続柄

住所

障害認定区分

所得控除

配偶者

扶養区分

控除対象配偶者

源泉徴収対象配偶者

同一生計配偶者

姓名（英語）

直系尊属

同居

非居住者

健康保険被扶養者

マイナンバー
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② 各システムの該当箇所

（1） 従業員家族情報(配偶者)
■人事担当者向け画面→[従業員管理]→[従業員一覧]画面の「6.家族情報」エリア ■[共通]→[人事マスター保守]→[基本情報]→[家族・住所・通勤](家族)

e-AMANO側のデータ表示位置 TimePro-NX側のデータ表示位置

赤色枠は双方向で連携する項目 黄色枠は連携対象外の項目（理由は、未対応、NX側に対応する項目が無い、他の連携処理で連携する為、内部処理用なので連携不要など） 緑色枠は双方向ではなく片方向のみ連携する項目

e-AMANO上でマイナンバー登録が完了しますと「登録済」になります。
マイナンバー自体の確認は、マイナンバー一覧上でのみ可能です。
(マイナンバー権限が必要)

家族編集画面へ遷移

[21][22]
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■「家族編集」ボタン押下時に表示される画面の「基本情報」

[NX→e-AMANO]連携時に以下の項目の組みあわせにより値が決定される。
※NX→e-AMANO連携時、NXの[離別年月日]に日付が登録されている場合はe-AMANOの「扶養項目」は「無」となる
[11]所得控除
[12]配偶者
[13]扶養区分

[21]

2.家族情報 3/7



■「家族編集」ボタン押下時に表示される画面の「住所」

■「家族編集」ボタン押下時に表示される画面の「障害者認定」

■「家族編集」ボタン押下時に表示される画面の「外国語」

2.家族情報 4/7



(2) 従業員家族情報(扶養親族)
■人事担当者向け画面→[従業員管理]→[従業員一覧]画面の「6.家族情報」エリア ■[共通]→[人事マスター保守]→[基本情報]→[家族・住所・通勤](家族)

■「家族編集」ボタン押下時に表示される画面の「基本情報」

e-AMANO上でマイナンバー登録が完了しますと「登録済」になります。
マイナンバー自体の確認は、マイナンバー一覧上でのみ可能です。
(マイナンバー権限が必要)

家族編集画面へ遷移

P7の「扶養親族の連携項目表」をご参照ください。

[21]

[21]

[22]
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■「家族編集」ボタン押下時に表示される画面の「住所」

■「家族編集」ボタン押下時に表示される画面の「障害者認定」

～中略～

[22]
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扶養親族の連携項目表

■「家族編集」ボタン押下時に表示される画面の「基本情報」 ■[共通]→[人事マスター保守]→[基本情報]→[家族・住所・通勤](家族)

■[共通]→[人事マスター保守]→[給与]→[税区分](控除項目)

■「家族編集」ボタン押下時に表示される画面の「住所」

e-AMANO側のデータ表示位置 TimePro-NX側のデータ表示位置
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